
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

一

〇

四

号

内
閣
衆
質
一
九
五
第
一
〇
四
号

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
落
合
貴
之
君
提
出
教
科
書
検
定
と
憲
法
論
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
落
合
貴
之
君
提
出
教
科
書
検
定
と
憲
法
論
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
用
図
書
で
あ
っ
て
御
指
摘
の「
自
衛
隊
に
つ
い
て
違
憲
で
あ
る
こ
と
の
み
を
記
述
し
て
い
る
」

も
の
は
存
在
し
な
い
。

二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
三
号
）
及
び
高
等
学
校

教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
六
号
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日

に
、
教
科
用
図
書
を
児
童
生
徒
の
多
面
的
・
多
角
的
な
考
察
に
資
す
る
も
の
と
す
る
趣
旨
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
閣
議
決
定

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
示
さ
れ
た
政
府
の
統
一
的
な
見
解
又
は
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
基

づ
い
た
記
述
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
規
定
を
加
え
る
改
正
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
お
尋
ね
の
「
無
責
任
で
あ
る
、
又
は
な
く
す
べ
き
で
あ
る
」
及
び
「
政
府
の
見
解
と
異
な
る
記
述
が
あ
る
場

合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
用
図
書
は
、
い
ず
れ
も
、
義
務

教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
及
び
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
に
照
ら
し
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
の

一



専
門
的
な
調
査
審
議
に
よ
り
教
科
用
図
書
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
検
定
に
合
格
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


